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はじめに 

 年々、本市で居住人口の減少・少子高齢化が顕著になりつつある中で、地域 

社会においては人間関係の希薄化も問題となっています。 

こんな時こそ「自助・共助・公助」によるまちづくりが重要となります。 

町内会・自治会といった地域の自治組織は、同じ地域に住む住民同士の親

睦、生活環境の維持・向上、高齢者の見守りや子どもの安全対策等の取組、災

害や防犯対策などの相互互助活動、地域の課題解決に向けた取組などにより住

みよいまちづくりを進める中心的な役割を担っています。 

価値観の多様化・ライフスタイルの変化により、町内会・自治会活動に関心

のない人が多くなる中で、町内会・自治会に加入しない世帯が増える一方、既

加入世帯においても高齢者の世帯では様々な町内会・自治会活動への参加が困

難となってしまい、やむをえず脱会する事例も見られます。 

このような状況に歯止めをかけようと、各町内会・自治会でも未加入者への

加入呼びかけや高齢者世帯への配慮活動など行っているものの、加入の必要性

やメリットを理解してもらえないことや、呼びかけの方法や手段が統一されて

いないことなどから、必要性が伝わりにくく加入者の減少につながっているも

のと思われます。今後はさらに加入方法に工夫を凝らし、より加入しやすい環

境づくりを行うことが大切です。 

従来の「こうしなければいけない。」ではなく「こうすればより新規の加入

がしやすくなる・高齢者の世帯でも継続加入が可能である。」など視点を変え

た加入促進のヒントを記載しました。 

地域の実態に合った手法や働きかけの参考にしていただければ幸いです。 

 

伊東市地域行政連絡調整協議会 
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重要ポイント 個人情報 

平成２７年９月の個人情報保護法の改正により、平成２９年５月

以降は、町内会・自治会も個人情報保護法が適用されることに

なりました。個人情報を集める、保管する、第三者へ提供すると

いったときには、注意が必要です。    詳しくは次ページ→ 
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（１） 個人情報とは 

 その情報が「ある特定の人物」であると分かるもの。町内会・自治会が

管理する会員の情報は、これにあたります。 

個人情報保護法の適用になったからといって、名簿を作ってはいけな

いわけではありません。町内会・自治会で活動したり、緊急の時に連絡す

るためには、会員の連絡先などが必要であることを理解してもらい、提供

された個人情報はきちんと管理しましょう。 

（２） 個人情報の管理 

・ 情報を提供してもらう時は使用目的を決め、本人に伝える。 

・ 情報は、決めた目的以外には使用しない。 

（たとえば、連絡網のために取得した情報を、個人的な連絡や勧誘のた

めに使用してはいけません。） 
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・ 第三者に提供するときは本人に同意を得る。（ただし、人命にかかわ

る緊急時や、警察からの照会といった法令にもとづく場合は提供できるこ

ともあります。また、名簿の配付なども含め、個人情報を提供したことを

記録に残し、３年以上保管しておく必要があります。） 

・ 本人からの個人情報の開示や訂正には応じる。 

・ 情報を安全に保護できるように保管する。（紙の名簿は鍵がかかる場

所などに保管し、盗難や紛失を防ぐことができるようにしておく。データに

よる管理はパスワードの設定や、ウイルス対策を行う。個人情報を取り扱

いできる人を取り決め、取扱いのルールなどを明らかにしておく。） 

・ 申し出などに対応する。（個人情報の取扱いに対する苦情などの申し

出先を決めておき、申し出があったときには迅速に対応しましょう。） 

・ 不正な利益を図る目的で個人情報を提供・盗用しない。（法により、懲

役または罰金が科せられます。） 
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資料 A：あいさつ文の例 

 

新しく転入した皆様へ 

○○町内会⾧ ○○ ○○ 

 

ごあいさつ 

 

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

このたびは、当町内会区域に転入されましたこと、会員一同歓迎申し上げます。 

 

わたしたち○○町内会は、住民のみなさんのより良い暮らしのために、お互い助けあい、

活動しています。 

 

そこで、○○町内会のことを知っていただくために、資料をお持ちいたしました。 

町内会活動にご理解いただき、是非加入してくださいますよう、お願いいたします。 

 

記 

町内会の加入についてのお問合せ 

TEL           担当     

 

町内会に加入した場合、    班に所属することになります。 

現在の班⾧は        です。 

TEL          

 

会費について 

月   円です。 

○月に加入すると○月分（○月○日）からいただくことになります。 

支払の方法 

・班⾧が毎月   日頃お伺いし、徴収させていただきます。 

 

以上 

詳しいことは町内会長、身近なことは

組長や班長など、未加入者が問合せで

きるようにしましょう。 

お金に関する情報は、はじめにしっか

り説明し、安心してもらいましょう。 

これは参考のため、丁寧さを意識しています。 

少しとっつきにくいかも知れません。町内会・自治

会に合ったものに改良してみてください。 
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資料 B：町内会・自治会活動についての資料 

 

行 事 

  〇月  ○○○○祭り 

  〇月  ○○のつどい（老人会） 

  〇月  防災訓練 

  〇月  キャンプ（こども） 

  〇月  どんど焼き 

活 動 

・ 防犯灯の管理・・・防犯灯の設置や修理、電気代の支払いをしています 

・ ごみ集積所の管理・・・ごみステーションがきれいに保たれるよう、管理しています 

・ 防災訓練・・・  月の   区の訓練に参加します。 

・ 清掃活動・・・町内会みんなで使う○○○の掃除を年○回程度行っています。 

・ 祭りの開催・・・子ども会の練習、事前の準備などをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事の時期と、どんな人が参加しているかわかる

ようにしましょう。（こども、老人会など） 

身近な生活のための活動をしっかりアピールするこ

とも大切です。 

祭り

40%

防犯灯（電気

代含む）

20%

区費

20%

消防団維持費

10%

その他

10%

会費の内訳
会費の使い道をグラフや表にするな

ど、分かりやすくしましょう。 

毎年でなくとも、数年に一度はデー

タを修正しましょう。 

 グラフは加入する人に向けてですの

で、できるだけ、「その他」の値が少

なくなるようにしましょう。 

 総会などの資料があれば、その数値

を転用してグラフが作れます。 

これは一例です。ほかの情報や、写真やイラストを入れるなど、 

住民の皆さんのアイデアを反映してみてください。 
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お留守でしたので、ポストに町内会の加入についての資料を投函させていただきまし

た。よろしければ御拝読ください。    〇〇町内会 △△ 連絡先〇〇－〇〇〇〇 
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資料 C：訪問記録の例 

訪問記録表 

訪 

問 

先 

住 所  

氏 名  

訪問日時 

担当者 
訪 問 結 果 メ  モ 

訪問者 

    

日時 

 . .  

(  :  

) 

 

□不在 □在宅（会話できず） 

□在宅（会話内容）            

                     

                     

 

訪問者 

    

日時 

 . .  

(  :  

) 

 

□不在 □在宅（会話できず） 

□在宅（会話内容）            

                     

                     

 

地 図 
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